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ことを論じる。第四章では特に80年代以降の世  

銀（ならびにIMF）と大きく関わってきたワシ  

ントン・コンセンサスという概念について論じ、  

それが次第に外部から強い批判をうけるように  

なった点について論じる。第玉章では二章から四  

章で論じられた批判を受けて世銀が取り組んで  

いる改革について、CDFとPRSPを中心に概説  

する。第六章では五章で説明された世銀の改革に  

ついて評価を下し、改革が世銀批判に対して答え  

るものであると同時に少なからず問題をはらん  

でいることを示す。最後に第七草でそれまでの議  

論を総括し、結論を下す。  

【Ⅰ】 はじめに   

世界銀行（以下、世銀と略す）はここ半世紀に  

おいて、途上国の開発金融において国際的なリー  

ダーシップを発揮して来た。それは、これまでに  

多額の資金を融資してきたことに加え、さまざま  

な観点から多角的にプロジェクトを評価する能  

力、グローバルな業務展開、当事国との政策対話  

能力といった総合力を備えていることに由来す  

る（大野泉，2000）。その世銀が90年代以降、特にこ  

こ数年にかけて、変革の兆しを見せている。この  

論文では世銀がどのような理由で改革の動きを  

見せるに至ったかを説明し、そしてその改革がど  

のような意義をもっているのかを、特にCDFと  

PRSPを中核に据えて論じる。   

まず次章では設立から80年代までの世銀につ  

いて概説し、さらにこれまでの世銀に対してどの  

ような評価が下されていたのかについて論じる。  

ここでは特に世銀が批判されてきた点をとり上  

げ、それが近年の改革の動きの背景となっている  

ことを示す。次に第三章で、世銀と深い係わり合  

いを持ち、多くの戦略を共有する国際通貨基金  

（IMF）と世銀との関係について論じ、それが世  

銀の存在意義にまで影響を及ぼすようになった  

【Ⅱ】 これまでの世銀  

（1）世銀の歴史   

世銀は発展途上国や移行経済下にある国々に  

対して融資や調査、研究を通じた支援を行う国際  

機関である。世銀とは一般に、国際復興開発銀行  

（IBRD）と国際開発協会（IDA）を意味し、こ  

れに姉妹機関であるIFC、ⅦGA、ICSIDを併せ  

て世界銀行グループと呼ぶ。世銀の設立は1944  

年のブレトン・ウッズ会議で合意された「国際復   
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的には農村開発や保健衛生、栄養、教育などを指  

す。世銀が「緑の革命」を盛んに提唱したのもこ  

の時期だった。融資相手にも変化が見られ、南ア  

ジア中心からアフリカやラテン・アメリカにも力  

点がおかれるようになっている。そして79年に  

「構造調整融資（SAL）」や「セクター調整融資  

（SECAL）」が導入された。構造構成融資七は、  

世銀が途上国に融資を実施する際に一定の条件  

（コンディショナリテイ）を課し、当該国政府に  

政治的、経済的改革を促すものである。従来の融  

資は、道路建設やダム建設、炭鉱開発など、特定  

のプロジェクトに向けて実施されていたが（これ  

をプロジェクト融資と呼んでいる）、構造調整融  

資はプロジェクトを特定せずに供与される資金  

であり、国際収支赤字の補填にも利用された。セ  

クター調整融資は、例えばエネルギー、工業、農  

村開発といったように、従来のプロジェクトに比  

べて、より広範なセクター開発プランに向けて融  

資するものである。石油危機以降の世界経済は概  

して成長率が鈍化し、開発途上国も国際収支の赤  

字化傾向と対外債務の増大、財政赤字とスタグフ  

レーションといったマクロ経済的問題に直面す  

ることになった。こうした問題が解決できない状  

態にある国に、それまでのようなプロジェクト融  

資を行っても効果は期待できないという認識の  

もと、こうした「ノン・プロジェクト融資」が導  

入されたのである。ノン・プロジェクト融資は8  

0年代以降に一般化し、（図表①）に示されるよ  

うに、ここ数年での平均では全融資額中で2割を  

超える割合を占めている。80年代以降、本格的  

に世銀は開発途上国の政治的、構造的問題に及ぼ  

していくようになったことがわかる。   

興開発銀行協定」による。IBRDの当初の目的は  

第二次世界大戦で受けた各国の経済を立て直す  

ための支援にあり、またその後は途上国向けの開  

発金融をその主要な業務とすることを予定して  

いた。しかし実際には、「復興」に関してはアメ  

リカ政府による「マーシャルプラン」がそのファ  

イナンスに多大な貢献をしており、その面では実  

際の資金供与額に限度のある国際復興開発銀．行  

は大きな役割を果たすことはできず、むしろ世銀  

が国際社会のなかでその存在を大きくしていく  

のは、1960年代以降の開発金融の面でであった  

（石見1999）。それは1960年の国際開発協会（IDA）  

設立にも示されているだろう。IBRD融資が市場  

金利に準じた・ものであるのに対し、IDA融資は贈  

与に近いものであることなどからもわかるよう  

に、IDAはよりソフトな条件で融資する機関であ  

る。ロバー ト・マクナマラ氏が1968年に5代目  

の総裁に就任してからは、世銀は融資額、組織規  

模ともに急拡大し、以後、世界最大の開発援助機  

阻として大きな存在意義をもつようになった。現  

在では世銀は約9000人の職員を抱え、年間約  

200億ドル以上の融資が行われている（日本の  

ODAは年間約100億ドル）。   

世銀の融資は、設立から現在までの半世紀あま  

りの間にさまざまな顔を見せてきた。1960年代  

までは電力や交通、運輸セクターに対する経済イ  

ンフラの整備に融資の多くが向けられていた。こ  

の頃の世銀の開発戦略とは、世銀が経済インフラ  

を整備し、その上に民間資本が勃興して経済成長  

を牽引するというものだ。70年代に入ると（68  

年のマクナマラ氏の総裁就任を機に）、世銀は所  

得分配の公平性や貧困層への直接支援に目を向  

けるようになる。「貧困の撲滅」というスローガ  

ンが最初に掲げられたのはこの頃であり、組織規  

模も融資額も急拡大した。教育や農業部門に向け  

て融資されるようになり、保険や都市部の貧困問  

題などにも取り組むようになった。70年代の世  

銀は大規模なインフラ整備だけでなく、人間の基  

本的必要性（ベーシック・ヒューマンニー ズ＝  

BⅡN）の充足に目を向けていた。BHNとは具体  

（2）これまでの世銀に対する評価   

以上のような経緯を経て現在に至っている世  

銀であるが、その開発金融のあり方に対しては批  

判も出ていた。実際、世銀の融資が常に成果をあ  

げてきたとは言いがたく、時には当該国に対して  

好ましくない影響を及ぼすことさえあった（鷲  

見，1994）。（図表②）にも示されるように、特にサ  
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ブ・サハラ・アフリカにおいては一人あたりGDP  

が成長していない。また、一日1ドル以下の所得  

で生活する人の割合は近年まったく減少してお  

らず、途上国での所得格差は依然として相対的に  

大きい。所得という観点では、世銀の開発戦略は  

成果をあげていないことがわかる。   

世銀の戦略には以下のような批判が出ていた。  

第一に、これまでの世銀がプロジェクトの承諾数  

を重視して、その内容あるいは質を軽視する傾向  

にあったことである。これは、マクナマラ氏の改  

革によって職員の業績評価が専ら「いくつのプロ  

ジェクトを審査し理事会の承諾を取り付けたか」  

によって判断されるシステムが出来たことによ  

る。その改革以降融資額は急増したが、そのプロ  

ジェクトの中身そのものや実施状況、結果として  

与えた影響などについてあまり目が向けられな  

かった。実際に世銀の融資が環境に及ぼした悪影  

響はナルマダ・ダムの問題をはじめとして多数報  

告されているし、一方で世銀の開発プセジェクト  

が地域住民の人権を無視しているという批判も  

出ていた（鷲見，1994）。第二に、当該国ではなく世  

銀が主体となってトップダウン型で開発プロジ  

ェクトを作成することによる弊害が指摘されて  

いた。当該国政府の政策実行能力や実施機関のコ  

ミットメントについてあまり注意が払われず、そ  

のオーナーシップを軽視していたこと、計画その  

ものが当事国の社会や環境に与える影響に配慮  

することができなかった事などが挙げられてい  

る。この二点は主に世銀の組織的な要因による問  

題であると考えられ、批判されている（大野泉，2000）。  

琴三に指摘されてきたのは、世銀の戦略のベース  

となる理論が新古典派経済学的な楽観的市場万  

能主義に強い偏りを見せていたことである。この  

批判は特に構造調整融資のあり方に対して向け  

られており、近年急速に強まっていた。80年代  

以降の世銀の背後に存在するとされた概念がワ  

シントン・コンセンサスだ。ワシントン・コンセ  

ンサスについては第四章で詳しくとりあげる。  

【Ⅱ】 世銀とIMF   

世銀を語る上で言及することが不可欠なのが  

国際通貨基金〈IMF）である。IMFは世銀と  

非常に関わ・りの深い機関であり、常に歩調を合わ  

せて行動してきたと言ってもいい。IMFは世銀  

と同じく、ブレトン・ウッズ体制を支えるものと  

して設立された。世銀が大戦後の復興と、長期的  

な開発金融を目的としているのに対し、IMFの  

目的は通貨の交換性維持と為替の安定化である。  

即ち、本来のIMFの融資は短期的な国際収支危  

機に瀕している国を救済し、当該国通貨の価値を  

守ることで国際貿易を円滑にすること、危機の深  

化と波及を防止することを目的としている。その  

ために当初からIMFが行ってきたのは「スタン  

バイ協定」に基づく融資である。これは一時的な  

国際収支危機に直面している国に短期的な資金  

を融通するものだった（この協定にはやがてコン  

ディショナリティが貸されるようになった）。   

設立当初の世銀とIMFにはこうした明確な  

差異があった。しかし近年の問題は、80年代以  

降、急速に両者の業務が重複してきている事だ。  

石油危機が発生すると、特に途上国がそれまでよ  

りも深刻な国際収支危機に直面するようになっ  

た。これに対応し∴IMFは3～4年間にわたっ  

て融資される「拡張された融資制度（EFF）」を  

導入した。更に80年代に入ると、ラテン・アメ  

リカを筆頭に累積債務問題が深刻化した。この頃  

からIMf、は、国際収支危機を招いているのはマ  

クロ経済的な原因だけではなく、その改善だけを  

求めても問題は解決しないと考えるようになっ  

た。「構造調整融資（SAF）」、続いて「拡大構造  

調整融資（ESAF）」が設けられ、これに付随す  

るコンディショナリティでは規制緩和や民営化  

などといった構造的問題にまで言及きれている。  

IMFが短期的なマクロ経済的問題だけでなく、  

より長期的、構造的問題を取り扱うようになった  

のである。一方世銀は前述のように80年代から  

ノン・プロジェクト融資の割合を高め、IMFが  
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対して流動性を供給することにあり、そうした融  

資に際しては、事前に融資条件を明確にする必要  

はあっても、詳細なコンディショナリティを課す  

必要は無いと述べている。更に、IMFが現在行  

っているPRGFなどのような経済構造や政策  

的問題の長期的側面に影響を及ぼすような活動  

はIMFの活動領域とは無関係で不必要であり、  

廃止すべきであると提言している。IMFが専念  

すべき目的は国際的な「最後の貸し手」として通  

貨危機への救済にあたることであり、また、危機  

に備えることで国際金融市場が安定するための  

前提条件を作り出すことにあると論じているの  

である。   

それに対して、世銀の目的は途上国のための長  

期的な開発支援であるとされ、特に貧困問題の解  

決にあると論じている。そうした意味で、IMF  

がこれまで課してきたような詳紳なコンディシ  

ョナリティは世銀の業務の中に組み込まれるべ  

きである。世銀は多くの貧困層の存在する国々に  

対して保健・医療や教育といった分野に対して重  

点的に支援するべきであり、通貨危機に際しての  

短期的救済融資からは撤退しなければならない。  

さらに、長期的な視野で途上国の経済成長を支援  

し、貧困を撲滅するという目的のためには「融資」  

による支援は適切ではなく、業務をすべて「贈与」  

に切り替えるべきであること、比較的所得水準が  

高く民間撃本の流入も見込めるアジアやラテ  

ン・アメリカはADB（アジア開発銀行）やIDB（米  

州開発銀行）にゆだねて世銀はアフリカに注力す  

ること、融資の結果や影響についてのモニタリン  

グを尊重すること、等もあわせて提言している。  

メルツァー報告は、IMFは「通貨危機への対策」、  

世銀は「貧困の撲滅」というように明確に業務内  

容を区別すべきであると提言すると同時に、世銀  

やIMFその他の国際機関のあり方を問い直し、  

改革の必要性を論じている点で非常に意義深く、  

その影響は小さくない。実際、世銀が改革路線を  

模索している一因としてIMFとの差別化とい  

う目的があると考えられる（大野泉2000）。後述す  

る近年の改革の内容を見ても、モニタリングとパ  

要求するのと同様な改革を融資の条件としてい  

る。つまり世銀は「途上国が経済発展を実現する  

ためにはマクロ経済的問題を解決しなければな  

らない」との考え方により、国際収支上の問題に  

も対応するようになった。こうして途上国に発生  

する国際収支危機に対して世銀とIMFはほと  

んど同様な対応をすることとなった。こうした事  

柄を背景に、世銀が「第二IMF」などと皮肉ら  

れる事態まで発生している（嶋田，2001）。さらに99  

年にはIMFがESAFを「貧困削減・成長ファ  

シリティ（PRGF）」へと改め、明確に途上国へ  

の開発援助に取り組む姿勢を見せるに至った。こ  

れは明らかにIMFの当初の目的を逸脱してお  

り、世銀の活動領域と重複している。こうして世  

銀とIMFとの境界線がどんどん希薄になって  

いったのである。   

このような事態を背景に、世銀とIMFの活動  

領域とその内容について批判したのがいわゆる  

「メルツァー報告」（International  

Institutions Reform：InternationalFinancialInstitution  

Ad，is。ryC。mmissi。。，2000）である。これはアメリカ議  

会のイニシアティブの下で設けられた国際金融  

制度諮問委員会の報告書であり、IMF改革を出  

発点にして、さまざまな国際金融機関の改革につ  

いて言及している。この報告書によれば、IMF  

はブレトン・ウッズ体制の崩壊とともに、為替レ  

ートの国定と通貨の交換性維持という設立当初  

の目的から逸脱し、新しい存在意義を求めて活動  

領域を拡大していった。そして最近では途上国の  

長期的な開発や構造調整を自らの使命とするよ  

うになっている。しかしそうした活動が本格化し  

た80年代以降、ラテン・アメリカや、アジア、ロ  

シアといった地域で通貨危機が頻発しており、途  

上国の成長率も鈍っていることから、IMFの活  

動範囲拡大は成果を挙げていないと言える。   

それを踏まえ、この報告書は世銀とIMFの役  

割分担を明確にすることが望ましいと提言して  

いる。 IMFは長期的な融資から撤退し、短期的  

な融資に専念しなければならない。1MFの役割  

は短期的な流動性不足と通貨危機に陥った国に  
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フォーマンスの重視が一つの柱となっており、メ  

ルツァー報告での提言の一部に合致する形にな  

っている。  

に累積する経常収支赤字は到底維持し得ない。よ  

って名目為替レートの切り下げ予想を生み、投機  

が発生したのである。メキシコでは1982年に危  

機が発生し、IMFと世銀に救済を求めた。その  

際の構造調整融資には前述のような緊縮財政、為  

替レートの切り下げ、自由化、民営化といった政  

策を要求するコンディショナリティが伴ってい  

る。緊縮政策が国内経済の景気後退は確かである  

が、こうした政策は確かに「双子の赤字」の発生  

する因果関係を断ち切るものであり、国際収支危  

機の対策としては有効に機能した。ワシントン・  

コンセンサスにのっとった世銀とIMF政策は80  

年代から90年代前半に起きたような、「経常収支  

危機への対応」としては一定の効果を持ったと言  

える。こうした新古典派的経済理論に沿う形のコ  

ンディショナリティは常に構造調整融資に課せ  

られるものとなり、ワシントン・コンセンサスに  

もとづいた政策は世界中の発展途上国に要求さ  

れることになる。   

しかしやがてワシントン・コンセンサスへの反  

発が生じ、それは次第に強くなっていく。一つに  

は、貧困層や社会の問題に対する配慮の無さが要  

因である。世銀は前述のように70年代において  

BEⅣの充足を標梼し、経済成長と所得分配の公  

平性が自動的に両立しないことを考慮していた  

のであるが、80年代になってからはマクロ経済  

的な問題がクローズアップされるようになり、そ  

うしたことが考慮されなくなっていった。この頃  

の世銀は自由主義的な市場が成立すれば自動的  

に均衡した経済成長が達成され、その成長によっ  

て貧困層の所得も自然に引っ張りあげられると  

考えていた。しかしこれは非常に楽観的であり、  

教科書的な経済学に傾倒しすぎている。世銀は財  

政規模の縮小が与える負の影響を過小評価して  

いたαまた、課せられた構造調整プランは非常に  

急進的なものであり、平均2年程度で完了するこ 

とが必要とされる。このような短期間で、政策実  

行能力に限界のある途上国政府が改革を成し遂  

げるのは困難であった。前述の（図表②）からも  

卯年以降のラテン・アメリカにおいて貧困層の  

【Ⅳ】 ワシントン・コンセンサス   

ワシントン・コンセンサスという概念は少なく  

とも最近までは、80年代以降の世銀（ならびに  

IMFとアメリカ財務省）のあり方を象徴するか  

のような言葉として認識されてきた。この概念は  

1989年にジョン・ウィリアムソンが最初に用い  

た。ワシントン・コンセンサスとは1980年代に  

深刻な経済危機に見舞われたラテン・アメリカに  

対して必要な政策について、少なくともワシント  

ン（即ちアメリカ政府、IMF、世銀の間）で成立  

している合意のことであり、それは具体的には規  

律ある財政、金融と貿易の自由イL民営化や規制  

緩和、為替レートの低めへの誘導といった政策に  

代表される（ⅥⅥ1iamsom，1990）。こうした政策  

は市場の調整能力を可能な限り活用することを  

意図したものであり、新古典派経済学的経済思想  

に立脚している。   

ラテン・アメリカでは1980年代以降通貨危機  

が頻発した。この原因は一般に「双子の赤字」に  

あったといわれている。「双子の赤字」とは即ち  

財政赤字と経常収支赤字である。例えばメキシコ  

においては、財政赤字を累積しながらの拡張的な  

財政政策がGDP成長率を高めつつもインフレー  

ションの原因となっていた。国内経済のブームは  

輸入を増大させ、経常収支赤字を生んでいた。ま  

た、当時のメキシコは対ドル固定為替レート制を  

採用しており、インフレーションは実質為替レー  

トの増価を意味する。これは経常収支の更なる赤  

字化圧力となり、（物価をもとの水準に戻すか）  

名目為替レートが切り下げられなければ経常収  

支の赤字化は止まらず、対外不均衡が拡大するこ  

とになる。経常収支の赤字は常に資本収支の黒字  

でファイナンスされなければならないが、この様  
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入とその急反転だったのである。その背景にあっ  

たのは短期資本移動の自由化であり、それはワシ  

ントン・コンセンサスの一部である「金融の自由  

化」の結果でもあった。この点から世銀とIMF  

の揖導してきた政策がアジア危機を引き起こし  

たのだという批判の声があがり、資本市場が未発  

達で厚みに乏しい途上国は安易に金融自由化に  

踏み切るべきではないという主張が強まったの  

である。また、即Fの危機への対応も批判を生  

んだ。この危機は市場の自己実現的な作用による  

短期資本の急流出を直接の原因としていたのだ  

から、必要なことは市場内部の心理不安定を速や  

かに収束させることであった。最も有効な政策は  

国内的には「十分な流動性の供給」であり、対外  

的には「通貨価値を支えるための強力な介入」で  

あったはずである（吉富・大野健一，1999）。しかしIM下  

が当初要求したコンディショナリティは緊縮財  

政と高金利政策であり、また、経済の自由化、民  

営化、対外開放といった構造調整であった。資金  

供与も十分ではなかった8こうした政策を実行し  

た国々はきわめて深刻な景気後退に見舞われ、為  

替の減価は止まらなかった。危機からの回復が始  

まったのは救済措置の結果というより、為替と景  

気が下降し尽くした結果と言った方がむしろ正  

確であろう。こうしてここ数年においてワシント  

ン・コンセンサスに対する反発が強まり、それが  

世銀のあり方を見直す動きにつながっていった  

のである。  

割合が低下していないのがわかる。さらに（図表  

③）からは80年代以降のラテン■アメリカにお  

いて一人あたりGDP成長率が低く、マイナスに  

さえなっていることが示されている。成長の成果  

の分配という問題だけでなく、成長そのものが達  

成されていない。他の指標を見ても国民生活の状  

況が順調に改善されてきているとは言いがたい  

ことがわかる。   

そして、ワシントン・コンセンサスに対する反  

発が強まっていく直接の契機として、旧東側諸国  

が資本主義経済へ移行する上で生じている混乱  

と、アジア通貨危機の発生という二つの出来事が  

挙げられる。前者について言えば、例えばロシア  

経済の現状は惨憺たるものである。ロシアはIMF  

と世銀の指導のもとで、いわゆるワシントン・コ  

ンセンサスに従って共産主義から資本主義への  

転換をはかり、経済改革をすすめた。しかしロシ  

アに要求された「ショック療法1は失敗だったと  

断言できるほどだ。市場にはルールが必要であり、  

吏た、そのルールに参加者が適応しなければ市場  

は機能しない。しかしロシアが採った改革プログ  

ラムはきわめて急進的であり、そのための猶予を  

まったく与えないものだった。ロシアでは司法制  

度が未整備で政府の透明性も欠如していたこと  

にも関わらず、一度に民営化に踏み切ったことに  

よって汚職が蔓延し、急激に貧富の差が拡大した。  

突然の価格自由化は超インフレにつながり、イン  

フレ抑制のための引き締め政策は深刻な不況を  

招いたのである。こうした状況は程度の差はあれ、  

旧東側諸国に共通して見られる現状であり、移行  

を指導したIMFと世銀の責任は重大であるとさ  

れている（Stiglitz，之002）。   

後者のアジア通貨危機に際しては、IMFと世  

銀はその原因と対応の両面から批判された。アジ  

ア通貨危機は過去にメキシコで発生したような  

経常収支危機とは根本的に異なる性質のもので  

あった。それまでのアジアの各国に高インフレは  

無く、ファンダメンタルズは良好であって、通貨  

切り下げを必然とするような状況には無かった。   

この危機の根本的な原因は過剰な短期資本の流  

【Ⅴ】 世銀の改革の動き  

（1）世銀の開発戦略のソフト化   

さまざまな批判の声が出ていたことに対して  

世銀は無視をつづけていたわけではない。91年  

にプレンストンが総裁の座について以降、世銀は  

「冷徹なエコノミスト集団」というイメージから  

脱却すべく新しい路線を模索してきている。世銀  

の融資がどれだけの開発効果をあげているのか  
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を自らで調査する目的で実態調査が行われ、92  

年には「ワッペンハウス・レポート」（Effective  

Implemefltation：Key to DevelopmentImpact，World  

Bank，1992）がまとめられた。その中で、融資承諾  

後の案件が必ずしも円滑に実施されていないこ  

とを認め、プロジェクトの質と当該国政府のオー  

ナーシップを高めるよう勧告することとなった。  

構造調整融資のあり方についても、「貧困」を主  

要なテーマとした1990年度の世銀開発報告で一  

応の反省がなされている（WorldBank，1990）。環境  

や社会に対する配慮という点については、「環境  

と持続可能な開発」を担当する副総裁が置かれ、  

「10のセーフガードポリシー」と呼ばれる指針  

が設けられてモ声タリングや研究をすることと  

なった。現在では多数の部局がそれに関わってい  

る。また、前述のナルマダ・ダムの問題について  

批判が強まったことが契機となって、プロジェク  

トが定められた指針にのっとっているかを調査、  

審査する独立した査察パネルも設置されている  

（大野泉2000）。  

開発資金の貸し手）、民間組織、NGO等あらゆる  

形の市民社会の4者に分けられる。それぞれが互  

いに協力し、また、それぞれの役割を着実に果た  

していくような開発プランを目指すものである。   

第三に、包括的なアプローチを採用することで  

ある。世銀は開発に必要なアプローチとして、以  

下の事を提示している。まずそのアプローチの構  

造的側面として、透明で強力なガバナンスの実現、  

司法制度の確立、金融システムの強化、社会的セ  

ーフティネットの拡充を挙げている。また人的側  

面として、教育水準の向上、医療サービスの充実  

や人口問題の解決を挙げている。さらに物理的側  

面として水道設備の普及、電力供給、道路や通信  

設備の整備を挙げ、同時に環境と文化を保護して  

持続可能な開発をうたっている。最後に特定の戦  

略という側面として、農村や都市、民間セクター  

に向けた注意と検討の必要性を論じる。   

以上ような理念を実現するために世銀はマト  

リックスを示す。縦軸にプレーヤーを、横軸にア  

プローチ方法（言い換えれば取り組むべき目的）  

をとって、それぞれの欄に実行されるプロジェク  

トが当てはめられるというわけである。   

第四の理念として優先順位と結果の重視が挙  

げられる。的確に現状を分析し、因果関係を明確  

にして有効な政策手段と指標を選別する。分析に  

は経済的な要素だけでなく当該国の制度や機構  

の問題＿も加味される。   

そして第五の理念として、長期的視野に立って  

取り組むことを掲げる。（これらの理念をまとめ  

て、世銀が示すマトリックスを図表一覧に掲載し  

た）。   

以上のような方針のもとに、具体的にPRSP  

が作成される。まずは貧困の現状を把握し要因を  

分析する。次に取り組むべき問題とその優先順位  

を決め、同時にその取り組みを評価すべき指標を  

選定する。その上でPRSPが作られるのだが、  

その戦略は長期的な効果を見据えたものでなけ  

ればならない。そしてPRSPに従ってプロジェ  

クトが実施され、その実施状況をモニタリングす  

る。以上のような流れを当該国政府のオーナーシ   

（2）CDFとPRSP  
1995年にウオルフェンソン氏が総裁に就任す  

ると、大掛かりな組織改革が実施された。中央集  

権的なトップダウン型の組織から、分権的で現場  

重視の組織へと転換がはかられた（大野泉2000）。  

一方で開発戦略もソフト化が図られているよう  

だ。その象徴とも言えるのが「包括的開発フレー  

ムワーク（CDfつ」という開発哲学と、それを具  

体化したものとも言うべき「貧困削減戦略文書  

（PRSP）」という戦略である。   

両者の基本理念は、第一に、当事国のオーナー  

シップを尊重することである。世銀の説明では、  

PRSPとはその国の開発プランを確立するため  

の一つのツールであり、その枠組みを利用して計  

画を練るのはあくまで当事国の政府である。   

第二に、開発にかかわる多様なプレーヤーの参  

加と協力を促す、パートナーシップを重要視する  

点である。世銀が想定しているプレーヤーは大ま  

かに分類すれば当事国政府、ドナー（世銀を含む  
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る。以下で言及される世銀の理念の具体的内容は、  

1999年にウオルフェンソン世銀総裁が発表した  

rcDF構築に関する提案」（世銀東京事務所より）と  

いうドラフトに基づいている。一つめの特徴は」  

構造的側面の重視である。前述の様に近年、旧東  

側諸国の資本主義への以降がうまくいかないこ  

とが注目されてきた。その反省として近年の世銀  

は、経済と密接に関わっている制度的側面を重視  

する姿勢を示しており、新制度学派的思想の影響  

を強く受けているようだ（大野泉，2000）。そのため  

PRSPにも構造的側面の整備を求める内容が前  

面に押し出されている。   

二つ目の特徴は社会的側面への配慮である。80  

年代にはBHNに対する配慮も影が薄くなってい  

て当該国住民の福利厚生の問題は大きな存在感  

を持っていなかった。また、世銀の融資は環境や  

人権問題に対して悪影響を及ぼしているとの批  

判も出ていた。世銀が90年代以降改革の動きを  

見せ初めていたのはこうした批判に答えるため  

でもあり、それはPRSPにも反映されている。  

まず開発の物理的側面の一つとして「持続可能な  

開発、環境、文化の問題」という項目が挙げられ  

ている点にそれが示されている。具体的には自然  

環境の保護や公害の悪影響に対する配慮を求め  

ている。また、ウオルフェンソンは歴史や文化の  

尊重を訴えて、現在ではすべての国が『同一』に  

なるような圧力がかかっているが民族の歴史や  

文化を保存していかなければ本当の意味での国  

家開発はないだろうとの見解を示している。   

もう一つのPRSPの特徴は、オーナーシップ  

とパー トナーシップの重視である。これまでの批  

判の一つにあったのが80年代以降の世銀の構造  

調整融資が、ある意味「押し付け」であったこと  

だ。当該国政府が主体的に取り組もうとしない政  

策をコンディショナリティとして課しても成果  

が出ない事は「ワッペンハウス・レポート」の中  

でも指摘されている。よってこの点を改善し、よ  

りクライアント志向のアプローチをとることが  

課題とされていた。オーナーシップを尊重する姿  

勢はそうした配慮が色濃く出たものだと言える。   

ップのもとでさまざまなプレーヤーの協力を得  

て実行していくのである。また、PRSPは3年ご  

とに改訂することになっており、改訂に際してモ  

ニタリングの結果を反映しなければならない。   

（3）PRSPの位置付け   

PRSPは今後の世銀、IMFによる融資の広範  

な判断基準となる。すでにHIPCイニシアティブ  

による支援対象、ならびにIDA融資対象となっ  

ている72の発展途上国に3年以内の策定が原則  

として義務付けられている。HIPCイニシアティ  

ブとは重債務貧困国（HeavilyIndebted Poor  

Count町）に対して債務削減を実行するIMF及  

び世銀で合意されたイニシアティブである。これ  

が適用される条件として、従来の債務救済措置で  

は維持不可能な債務状態にあること、IMF、世銀  

の調整プログラムを遂行した実績があること等  

が定められている。適用されることが認定された  

発展途上国は、3年以内にPRSPを策定すること  

が義務付けられ、それが不可能な場合は暫定的な  

PRSPをⅠ一PRSPとして提出することが認めら  

れている。PRSPでは、債務削減によって利用可  

能となる資金の使途が方針として示されなけれ  

ばならない。PRSPあるいはⅠ－PRSPが認めら  

れれば債務削減が実施されるというわけである。  

また同時にパリ・クラブにも債務の削減を要請す  

ることとされている。PRSPはその他の世銀、  

IMFの融資や援助が実施される際の判断基準に  

もされており、例えばIM王＝こおけるPRGFの基  

準となっていたPFPに代替する事になっている。  

【Ⅵ】 世銀改革に対する評価  

（1）PRSPの特徴   

PRSPは上述のような性格のものであるが、こ  

の戦略はどのように評価すべきなのだろうか。果  

たしてこれで貧困は撲滅されるのだろうか。   

PRSPという戦略には以下のような特徴－があ  
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また、近年国際社会でその影響力を強めつつある  

NGOに対する配慮も伺える。NGOの強力な呼  

びかけがきっかけとなり、重債務貧困国への債権  

放棄がサミットで合意されるなど、近年のNGO  

の活動は無視できないものになっている。一方、  

融資の質の重視という点でも、より現場に近いと  

ころの声を聞き、より現場に近いところで意思決  

定をするのは必要な改革だった。オーナーシップ  

とパートナーシップはそうした点でも改善につ  

ながるだろう。質の重視という点では、的確なモ  

ニタリングをして、プロジェクトを修正していく  

ことが基本理念に盛り込まれていることからも  

配慮が伺える。   

の期限までに策定することが求められる。かつて  

無い包括的な長期的開発プランと短期的開発プ  

ロジェクトを、多様なプレーヤーの意見をまとめ  

て利害を調整しながら、政策実行能力に乏しい政  

府が、主体的に、迅速に、作成することが求めら  

れているのである。理念としては高尚と言えるが  

現実的にはそうそう簡単にできるものではない  

だろう。ウオルフェンソン総裁も「政府のこうし  

た能力が十分にない場合、我々は、戦略を立て、  

自らのものとし、実施するのを支援し、手を差し  

伸べなければならない。」と言っている。世銀自  

身も容易に実現できないであろう事は認めてい  

て、そのときは手を差し伸べる事でそれに対処す  

るとしている。   

この点にも関連することだが、第三に「当該国  

政府のオーナーシップ」という原則に対しての疑  

問がある。世銀は当事国の戦略策定や実行能力が  

十分でない場合にはその手助けをするとしてい  

るのだが、実質的な開発プランの骨子が「世銀の  

協力」によってほとんど規定されることにはなら  

ないだろうか。そもそも実際問題として、途上国  

がPRSPを策定するインセンティプは策定する  

ことによって得られる債務削減と融資にある。逆  

に言えば、途上国からすると債務削減と今後の融  

資が得られなければPRSPの意義の大半は失わ  

れるのである。結局のところPRSPの中身は世  

銀の思惑に沿うものでなければならず、「オ」ナ  

ーシップ」には「世銀の認める範囲での」という  

制限がついているのである。途上国が主体的に戦  

略を練るのではなく、途上国が主体的に戦略を練  

らされているという状況になればロジカルな矛  

盾が生じると思われる。   

この点から、CDFとPRSPは、80年代に行わ  

れた構造調整融資の際に課されたコンディショ  

ナリイの枠を拡大したものに過ぎないという批  

判が出ているのである。援助を実施する代わりに  

特定の政策の実施を求めるという図式が変わっ  

ていないからだ。この図式が変わらない限り、「世  

銀による画一的な政策の押し付け」的な側面はぬ  

ぐいきれないと思われる。  

（2）PRSPの問題点   

しかし一方でPRSPにはいくつかの問題があ  

ると思われる。一つ目はPRSPはあまりに多様  

な事柄に配慮していて、具体的開発プロジェクト  

を詳細に作成する上で果たして本当に訳に立つ  

のかいう疑問である。既にいくつかの国でPRSP  

が作成されているが、特に分野間の相互関係や実  

施順序については詰めきれていない部分が多い  

ようである。今後個別にPRSPを細かく分析し  

ていく必要があろうが、ともすれば「多様なこと  

に言及しているように見えて実は何も言ってい  

ない」というようなペーパーになりかねないので  

はなかろうか。   

第二に、世銀自らが80年代の構造調整融資が  

必ずしも成功しなかった原因の一つとしてかつ  

て指摘したように、融資を受ける途上国政府は政  

策実行能力に乏しいとされている点である。しか  

しPRSPは前述の説明からもわかるように、き  

わめて包括的な文書であり、策定作業はかなり複  

雑なものになるだろう。政策目標は経済、政治、  

社会といったあらゆる要素が対象となっており、  

多岐にわたる。しかも多様なプレーヤーの参加が  

求められていて、その意見が反映されたものでな  

ければならないため、その意見や利害を調整する  

ことも必要である。一方でPRSPは債務削減の  

判断基準となるものであるから、政府としてはそ  
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うか。アジア危機以降、望ましい金融システムと  

はどういうものかについてさまざまな議論がな  

されてきた。世銀はそうした議論に対して、「国  

際的基準を満たす」という言葉に結論を短絡させ  

てしまっているように思える。そこには、束アジ  

アが企業と銀行の連帯（言葉を変えれば癒着）の  

もとで成長してきたということへの評価は存在  

しない。90年代以降の世銀は日本に代表される  

東アジアの経済システムを調査、分析した結果を  

「東アジアの奇跡」（EastAsian Miracle，World  

Ba血，1993）としてまとめている。しかしその中  

で世銀は東アジアの経済システムを一般的なモ  

デルとして認めてはおらず、「恩恵無礼に無視」（本  

山，2000）しているとさえ言われており、その点に  

ついてはやはりソフト化していないようにも思  

える。真のオーナーシップを求めるのならば、あ  

るべき政治構造、金融構造、産業構造、社会構造  
を当事国が自らで選択できることが必要では無  

いだろうか。   

しかし当事国の裁量にすべての決定権をゆだ  

ねるのは世銀としては困難である。資金源を確保  

する必要性からだ。世銀の融資にはIBRDによる  

ものとIDAによるものの二つがある。IBRD融  

資は独立採算となっており、その資金源は世銀債  

の発行や融資の回収資金によって得られる。一方、  

IDA融資の資金源は多くの先進国からの拠出金  

である（そのためにIDA融資のほうがソフトな  

条件で融資が可能）。各国は予算の中からODA  

のためにいくらかの資金を割り当て、その中の一  

部が世銀への拠出金となる。しかし最近では多く  

の先進国が財政的な理由からそのための予算を  

削減していく傾向にある。先進国の立場からすれ  

ば同じ額を援助にあてるのなら、世銀に拠出する  

よりも直接にODAとして途上国に融資したほう  

が自国の貢献を明確にできるため、世銀への拠出  

金はどうしても削減されやすい。そんな中でも世  

銀としては資金を確保する必要がある。そのため  

には途上国の開発における自らの存在意義を示  

し、融資の開発効果を目に見える形で示さなけれ  

ばならず、資金提供国の要求には答えなければな  

例えば、世銀は開発に必要な構造的側面の一つ  

として「国家には、教育を受け、しっかりと組織  

された政府が必要である。」と言っている。ここ  

で世銀が要求している内容を細かくみてみると、  

それは即ち政府の汚職を撲滅し、透明性を高める  

ことである。確かにロシア経済の混乱から鑑みれ  

ば、クリーンな政府を実現することは経済発展の  

ための条件として必要のようにも思える。おそら  

く、先進国一般に見られるような市場経済システ  

ムを確立するためには、先進国一般に近い程度に  

透明でクリーンな政治システムが必要だろう。し  

かし、必要なのは市場システムと政治システムの  

ルールの整合性であって、必ずしも先進国的な政  

治システムのあり方ではないのではなかろうか。  

現実に、中国では民主的な政治体制が確立してい  

るとは言えないが目覚しい経済成長を実現して  

いる。中国において農村部と都市部で貧富の差が  

徐々に拡大しているのも事実ではあろうが、それ  

でもロシアやサハラ以南のアフリカよりは遥か  

に良好な経済状態にある。他にも歴史的には独裁  

的性質の政権下にある国が、少なくとも経済的側  

面に関しては一定の成果をあげたとJ、う例は存  

在する。もちろん、決して汚職や独裁が望ましい  

と言いたいのではない。ただ、あるべき政府の姿  

を世銀が規定するのは果たして望ましいことな  

のかという点については疑問を抱く。  

金融システムについても同様なことが言える。  

世銀は開発に必要な構造的条件として、「組織が  

確立され、監督の行き届いた金融システム」を要  

求している。そしてその具体的な中身として「…  

政府は国際的に認められた有効な銀行、金融機関、  

資本市場の監督システムを確立しなければなら  

ない。情報や透明性、十分に訓練を受けた監査担  

当者や監督者、国際的に認められた会計や監査基  

準が不可欠である。」とも述べている。金融シス  

テムについても世銀は先進国、特に欧米的な制度  

を確立することを要求していると思われる。しか  

し、金融制度に必要なこと臥やはり、他の分野  

におけるシステム（政治制度や産業構造、社会的  

背景等）との整合性が取れていることではなかろ  
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らない。実際、最大の拠出国であるアメリカはこ  

れまでさまざまな圧力をかけてきた。最近のもの  

では、人間開発、ガバナンス、環境、民間セクタ  

ー開発、国別援助戦略の策定などに重点を置いて  

業務改善に努めることを世銀に対して要求して  

いる。世銀はこうした各拠出国の、意向を無視す  

ることが難しいという立場にある。  

といった点への配慮も当事国の意志のもとでな  

される事が望ましい。CDFでは「当事国のオー  

ナーシップ」という原則が盛り込まれているが、  

それがどこまで尊重されるかは判然としない。理  

念としては全面的に当時国主導で開発を進める  

こととされているが、世銀に援助を求めるならば  

構造改革が必要であるという図式は変わってい  

ないため、実際には世銀が指導的立場に立っこと  

は容易である。世銀の主張を分析しても、やはり  

政治や経済システムのありかたについては多様  

性を認めていないようにも思える。結局どこまで  

当該国に主体性を認めるのかは世銀の態度次第  

であり、今後の活動内容を注意深く検討していく  

必要がある。  
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号テン↑ア、声キ享カ・専ミさナ諾貧富   リl才   10丁   草や   坤5   往汚   撞き   ‡やき   11二   

率琴教育敵尊卑まで・・ご．き  

鱒  】．那草   l攣マき  l．く唱草  lや法■き  ‡9輯  ‘i弾き  1由ぎ   

■ヽ   ら   （昇一√  l貞   】5   キト「セ■■■ポ・ノ′・ゝ‾て■γ岬’芦冒さ寺請苦：享ヨ  ニl）   ？電   n．ミl   11．3  

■ノー▲▲■へ■ヽ 諸手て∴ニ■ア・東軍洋語蒋 、く－・ヾ‘P   nJa  二名   Jニ   ヰj   ヰニ   義   石ヰ   nぷ   

琴テン・アー三・＝誓霊■ごた≡－と．，言プ詣潔   宰   ¢   l草  ヰニ   】き   三¢   ・1■ヽ ・ゝヽ   笹ぷ   

出展‥嶋田晴行（2001）「1990年代の構造調整をめぐる議論から見た世銀の援助」  
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【CDアマトリックス】  

頼通頓抹極東吋如  極顛卸画坤l用せ珊娠  l一両頑吋呵嘩照一崗加   相和如輌－  

酪  鱒吏   

ヽJ什tI  

ヤ叫  
革m＝   

ー壷i  

醸  

・顔  

ヽ 

巫 
i  

，．l  

照撃 
臨  

出展：The World Bahk Group，（蜘／）  
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